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第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本会は、島根県立大学出雲キャンパス同窓会（愛称：つわぶき同窓会）と称する。 
（目的） 

第２条 本会は、会員相互の親睦と向上を図るとともに、島根県立大学出雲キャンパスの
発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会報の作成及び会員名簿の管理 

(2) 親睦会、講演会及び研修会等の開催 

(3) 島根県立大学出雲キャンパスの後援 

(4) その他必要な事業 

（事務局） 

第４条 本会の事務局は、島根県立大学出雲キャンパス内に置く。 

 

第２章 会 員 

（会員） 

第５条 本会は、次の会員をもって組織する。 

(1) 正 会 員 島根県立大学卒業生、島根県立大学大学院修了生及び理事会の承認を得
た者 

(2) 準 会 員 島根県立大学在学生及び島根県立大学大学院在学生 

(3) 客員会員 島根県立大学現旧教職員 

２ 準会員は、島根県立大学を卒業したときには正会員になるものとする。 

 

第３章 代議員 

（代議員） 
第６条 学科等の卒業年度毎に当該学年の事務連絡役を担う代議員を置くことができる。 
２ 代議員は理事会で発言権を有するが、議決権は有さない。 

 

第４章 役 員 

（役員） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長 １名 

(2) 副会長 ２名 

(3) 理 事 １０名以内 

(4) 監 事 ２名 

２ 会長、副会長及び監事は、理事会において、理事の中から選出する。 

３ 理事は、立候補とし、総会をもって承認する。 

４ 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 会長及び副会長に１任期にそれぞれ３万円を支給する。 

（役員の職務） 

第８条 会長は、本会を統括し、総会及び理事会の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代わってその職務を行う。 
３ 理事は、会務を審議決定し、本会の事業を企画執行する。 

４ 監事は、会務及び会計を監査する。 

  

第５章 会 議 

（会議） 



第９条 本会の会議は、総会、理事会とし、会長が招集する。 

（総会） 

第 10 条 定例総会は、３年に１回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時
総会を招集することができる。 

（理事会） 

第 11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。 

２ 理事会は、次の事項を審議決定する。 

(1) 総会に提出する議案 

(2) 会員の入会及び退会の承認 

(3) 予算の決定及び決算の承認 

(4) 役員の選出 

(5) 規約の制定及び改廃 

(6) その他重要事項 

３ 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事会構成員の３分の１以上の者から会議の
目的を示して要求があったとき、会長が招集する。 

４ 理事会は構成員の５分の３以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができ
ない。ただし、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。 

５ 理事会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。 

６ 代議員は各学年の事務取りまとめを代表する者であって、理事会において発言権を有
するが、議決権は有さない。 

７ 理事会に要する理事の旅費は別表により本会が負担する。 

 

   第６章 部 会 
第 12 条 理事会が必要と認めるときは、当会の実施する事業毎に部会を置くことができ
る。 

２ 部会長は会長が理事の中から指名する。 

 

第７章 会 計 

（経費） 

第 13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

（会費等） 

第 14条 会費は 5,000円とし、入学時に納入するものとする。 

２ 入学時に会費を納入しなかった者は、在学中あるいは卒業後に納入するものとする。 

３ 会員が退会する場合でも、既に納入した会費は、これを返還しない。 

４ 準会員が退学する場合は、退学に伴い申請があった場合に限り、会費を返還する。 

（会計年度） 

第 15条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 

 

（別表１）理事会に要する理事の旅費支給   

居住地 支給旅費 

出雲市内 1,000円 

島根県東部及び大田市内（出雲市を除く） 2,000円 

島根県西部（大田市内を除く）及び米子市内 3,000円 

島根県外（米子市内を除く） 5,000円 

  

 


